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居宅介護支援事業所ひがし野 運営規程 

 

 

有限会社ノリテック 

第１条（事業の目的） 

１ 有限会社ノリテック（以下「事業者」という。）が開設する居宅介護支援事業所ひがし

野（以下「事業所」という。）が行う指定居宅介護支援（以下「指定居宅介護支援」）とい

う。）の事業の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、適正

な居宅サービス計画を作成することにより、要介護状態にある者（以下「利用者」とい

う。）が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営める

ことを目的とする。 

 

第２条（運営の方針） 

１ 事業所は、事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に

応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な指

定居宅サービス事業者等から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとす

る。 

２ 事業所は、指定居宅介護支援の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常

に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が不当に偏することの

ないよう公正中立に行うものとする。 

３ 事業所は、指定居宅介護支援の実施に当たっては、関係市町、地域の保健、医療、福祉

サービスとの綿密な連携に努めるものとする。 

４ 指定居宅介護支援は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行うとと

もに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。 

５ 事業所は、提供する指定居宅介護支援の質の評価を自ら行い、常にその改善を図るもの

とする。 

６ ケアマネジャー及びその他の職員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、事業者の

理念である「誠心誠意」を念頭に、笑顔で対応するものとする。 

 

第３条（事業所の名称） 

１ 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 （１）名 称   居宅介護支援事業所ひがし野 

 （２）所在地   愛媛県松山市石手２丁目５番 11号 

 

第４条（職員の職種、員数及び職務内容） 

１ 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

 （１）管理者 １名 
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     管理者は、事業所のケアマネジャーその他の職員の管理、指定居宅介護支援の利

用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うととも

に、職員に規程を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（２）ケアマネジャー ２名以上 

ケアマネジャーは、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づくサー

ビスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行う。 

２ 事業所は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、事業所ごとに職員

の勤務の体制を定めるものとする。 

 

第５条（営業日及び営業時間） 

１ 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 （１）営 業 日  月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び 12月 31日から１月

２日までを除く。 

 （２）営業時間  午前８時 20分から午後５時 20分までとする。ただし、電話により

24時間常時連絡が可能な体制とする。（電話 089-914-3300） 

 

第６条（指定居宅介護支援の提供方法） 

１ 指定居宅介護支援の提供方法は、次のとおりとする。 

（１） 管理者は、ケアマネジャーに居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。 

（２）ケアマネジャーは、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサ

ービスの選択に資するよう、利用者の居住する地域における指定居宅サービス事業者

等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提

供するものとする。 

（３）ケアマネジャーは、利用者及びその家族のおかれた状況等を考慮して、利用者及

びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、

提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並び

にサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成す

る。 

（４）ケアマネジャーは、前項で作成した居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サー

ビス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得た上で決定するものとする。 

（５） ケアマネジャーは、居宅サービス計画の作成後、利用者及びその家族、指定居宅

サービス事業者等と継続的に連絡を行うこと等による当該居宅サービス計画の実施状

況の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等

との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

 

第７条（指定居宅介護支援の内容及び利用料その他の費用の額） 
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１ 指定居宅介護支援の内容は、次のとおりとする。 

（１）利用者の相談を受ける場所については、事業所の相談室又は、病院、利用者の居宅

等、利用者の心身の特性に合わせて対応する。 

（２）調査（課題把握）の方法は、ＭＤＳ－ＨＣ又はケアマネジメント実践記録様式とす

る。 

２ 事業所が提供する指定居宅介護支援の利用料は、介護報酬の告示額とし、法定代理受領

サービスであるときは、介護保険給付費から支払いを受けるものとする。 

３ 事業所は、法定代理受領以外の場合において利用者から支払いを受ける利用料について

は、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにするものとす

る。 

４ 事業所は、前項の利用料のほか、利用者の希望により通常の事業の実施地域以外の地域

の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払いを利用

者から受けることができるものとする。 

５ 事業所は、前項に規定する費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者

又はその家族に対して、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、文書により利

用者の同意を得るものとする。 

 

第８条（通常の事業の実施地域) 

１ 通常の事業の実施地域は、松山市（ただし、島しょ部を除く。）、東温市、松前町及び砥

部町の全域とする。 

 

第９条（事故発生時の対応） 

１ 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速や

かに関係市町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとす

る。 

２ 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場

合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

第 10条(苦情処理) 

１ 事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援に対する利用者及びその家族からの苦情に迅

速かつ適切に対応するものとする。 

２ 事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、関係市町及び国民健康保険団体連合

会が行う利用者からの苦情に関しての調査等に協力するとともに、同市等から指導又は助

言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 

第 11条(秘密保持) 

１ ケアマネジャーその他の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らさないものとする。 
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２ 事業所は、事業所のケアマネジャーその他の職員であった者が、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じる

ものとする。 

３ 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては

当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意

を、あらかじめ文書により得るものとする。 

 

第 12条（虐待防止） 

１ 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じるものとする。 

（１）事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、職員に周知徹底を図ること。 

（２）事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

（３）事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

２ 事業所は、サービス提供中に、職員又は養護者（利用者の家族等利用者を現に養護する

者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに松山市に通報する

ものとする。 

 

第 13条（業務継続計画の策定等） 

１ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提

供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を早期に策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ

るものとする。 

２ 事業所は、職員に対し、業務継続計画を早期に策定することについて周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

 

第 14条(記録の整備及び保存) 

１ 事業所は、次のとおり利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、

その完結の日から５年間保存するものとする。 

（１）居宅サービス計画を含む利用者ごとの居宅介護支援台帳 

（２）指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

 （３）事故の状況及びその際の処置についての記録 

（４）苦情の内容等の記録 

（５）利用者等による不正受給等があった場合に関係市町に通知したときの記録 

 

第 15条（その他運営についての留意事項） 

１ 事業者は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。 
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 （１）採用時研修   採用後１か月以内 

 （２）資質向上研修  随時 

２ 事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより職員の就業環境が害されること（ハラスメント）を防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じるものとする。 

３ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が立案し、法人代表者

の決裁に基づいて定めるものとする。 

 

附 則 

平成 21年４月１日施行 令和３年７月１日改正 令和４年７月１日改正 

令和４年９月１日改正   
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居宅介護支援事業所ひがし野 重要事項説明書 

 

令和５年９月１日現在 

有限会社ノリテック 

この重要事項説明書は、お客様が、弊社の運営する居宅介護支援事業所ひがし野の指定居

宅介護支援をご利用されるに際し、あらかじめお客様やご家族に対して、事業の目的や運営

の方針等の重要事項についてお知らせするために作成しているものです。 

また、これらの重要事項は、松山市の条例に基づき、事業所内にも掲示しています。 

なお、以下の説明では、「お客様」を「利用者」、「弊社」を「事業者」、「指定居宅介護支援

事業所ひがし野」を「事業所」としておりますので、ご了承ください。 

 

１ 事業者の概要 

（１）名  称  有限会社ノリテック   

（２）所 在 地  〒790-0852 松山市石手２丁目５番11号 

（３）電話番号    089-914-3300（代表） 

（４）代 表 者    代表取締役  今井 典子 

（５）資 本 金    5,000千円 

（６）事業内容   グループホーム、認知症対応型デイサービス、地域密着型デイサービス、

デイサービス、訪問介護、居宅介護支援事業所、サービス付き高齢者向

け住宅、介護用品販売、介護福祉士実務者養成研修施設 等 

 

２ 事業所の概要（運営規程第３条参照） 

（１）名称、所在地、送迎サービスを提供できる地域等 

事業所名 居宅介護支援事業所 ひがし野 

所在地 〒790-0852 松山市石手２丁目５番地 11号 

電話番号、ファックス番号 電話 089-914-3300、ファックス 089-914-3303 

指定年月日、事業者番号 
(当初)平成 21年４月１日、第 3870107269号（６年間） 

(更新)令和３年４月１日、  （同上） 

サービスの種類 居宅介護支援（ケアマネジメント） 

サービス対象 要介護の認定を受けた方 

通常の事業の実施地域 松山市（島しょ部を除く）、東温市、松前町及び砥部町                                         

第三者評価の実施の有無 無 

 

３ 居宅介護支援の内容及び提供方法（運営規程第６条第１項、第７条参照） 

（１）居宅介護支援の内容 

当事業所が提供するサービスは、居宅介護支援（ケアマネジメント）です。この「居

宅介護支援（ケアマネジメント）」とは、介護保険法に定める介護サービスの提供に先立
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って、「居宅サービス計画（ケアプラン）」を作成するものです。その計画の作成に当た

っては、利用者の心身の状況を把握、分析し、利用者とご家族の希望を確認します。そ

して、利用者ができるだけ自立した生活を送ることができるよう計画を作成します。ま

た、作成した計画に従って適切な介護サービスが提供されるよう、介護サービスを提供

する事業者と連絡、調整を行います。こうした一連の業務を居宅介護支援と言います。 

（２）居宅介護支援の提供方法 

① 利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状態等を適切な方法により調査します。 

  ＊ 調査の方法は、「ＭＤＳ－ＨＣ」又は「ケアマネジメント実践記録様式」を採

用しています。 

 ＭＤＳ－ＨＣ：在宅のケアプラン作成のための、課題分析手法の一つです。特

徴としては、課題分析からケアプラン上の留意点、ケア目標な

どの目指すべき目標や到達点が明確になる構造になっているこ

とです。 

ケアマネジメント実践記録様式：課題分析を行うための様式の一つで

す。課題分析の内容が最も広範囲かつ細部におよび、「本

人・家族等の意見・要望」と「課題分析の担当者が判断し

た問題」を記述するスペースがあり、包括的なニーズ把握

に効果的といわれています。  

② 調査の結果と利用者や家族の希望を踏まえ、介護サービスを適切に提供するための

計画「居宅サービス計画」を作成します。 

③ 毎月１回以上、居宅を訪問し、介護サービスの提供状況や心身の状態、環境等を継

続的に把握し管理します。 

④ 次の事項についてお手伝いします。 

  ア 居宅サービス計画や介護サービスについての希望や苦情等の窓口となり解決し

ます。 

  イ 利用者の要介護（要支援）認定の申請の手続きをお手伝いします。 

ウ 介護保険施設への入所を希望される場合は仲介します。 

（３） 複数の指定居宅介護サービス事業者等の紹介の希望等 

① 利用者は、複数の指定居宅介護サービス事業者等を紹介するよう求めることができ

ます。 

② 利用者は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由に

ついて説明を求めることができます。 

 

４ 事業の目的及び運営の基本方針（運営規程第１、２条参照） 

（１） 事業の目的 

居宅介護支援は、要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営めることを目的とします。 

（２）運営の方針 
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① 利用者の心身の状況や環境、希望に応じた適切な介護サービスが総合的、効率的に

提供されるよう配慮します。 

② 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立に行いま

す。 

③ 関係市町、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携に努めます。 

  ④ 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう医療サービスとの連携に配

慮します。 

⑤ 居宅介護支援の質の評価を自ら行い、常にその改善を図ります。 

⑥ 職員は、事業者の理念である「誠心誠意」を念頭に、笑顔で対応します。 

  ＊ 事業者の理念「誠心誠意」は、次のとおりです。 

理念「誠心誠意」 

一、人のために社会のためにそして自分自身のために真心を尽くします。 

一、利用者様を人生の先輩として尊敬し、その人らしい生活を提供します。 

一、職員同士が尊重しあい、助け合い、チームワークを大切にします。 

一、仕事に誇りを持ち、向上心を持って従事します。 

一、職員と職員の家族を守り大切にします。 

（３）前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護等の利用状況 

    前６か月間（前期（３月 1日から８月末日）又は後期（９月１日～２月末日））に当事

業所で作成したケアプランにおける 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用

具貸与の利用状況は、別紙１「前６か月間に作成したケアプランにおける通所介護等の

利用状況」のとおりです。 

 

５ 職員の職種、員数及び職務内容（運営規程第４条参照） 

職種、員数 職務の内容 

管理者 

１名 

介護支援専門員の管理、利用申込みの調整、業務の管理を一元的

に行います。 

介護支援専門員 

２名以上 

居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づくサービ

スの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調

整を行います。 

 

６ 営業日及び営業時間（運営規程第５条参照） 

営業日 
月曜日から金曜日まで。 

ただし、祝日及び 12月 31日から１月２日までを除きます。   

営業時間 
午前８時 20分から午後５時 20分まで。 

ただし、電話により 24時間常時連絡が可能です。（電話 089-914-3300） 

 

７ 利用料、その他の費用の額（運営規程第６条第１項第２～５号参照） 

（１）利用料 
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指定居宅介護支援では、通常の場合、利用者にお支払いいただく利用料は発生しませ

ん。介護保険の対象となる介護サービス利用料に利用者負担額がないこと、及び介護保

険の対象外となるその他の費用（下記（２）参照）が通常は発生しないことによるもの

です。 

なお、介護保険の対象となる介護サービス利用料は、事業者が代理受領により市町か

ら直接受領します。 

＊ 利用者による保険料の滞納等により代理受領が受けられない場合には、利用者

に利用料全額をお支払いいただきます。その際には、指定居宅介護支援提供証

明書を発行しますので、市町の介護保険窓口にその証明書を提出されれば後日

払い戻しを受けることができます。 

＊ 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準により市町において算定されます。

計算方法は、基本的には、次のＡ表の額に、Ｂ表の加算、減算項目を加減算して

計算されます。 

 

Ａ表（居宅介護支援費）                                      （１月につき） 

利用者の要介護区分 
ケアマネジャー１人当たりの利用者数 

40人未満 40～60人未満 60人以上 

要介護１、２ 10,760円 5,390円 3,230円 

要介護３～５ 13,980円 6,980円 4,180円 

 

Ｂ表（主な加算、減算項目）                  （１月につき） 

項 目 加算、減算 

運営基準減算（注１） 

所定単位数の 50/100減算 

基準減算が２か月以上継続している場合は、所定

単位数は算定しない 

特定事業所集中減算（注２） 月 2,000円減算 

初回加算（注３） 月 3,000円加算 

入院時情報連携加算（注４） 
（Ⅰ）１回につき 2,000円 

(Ⅱ）１回につき 1,000円 

退院・退所加算（注５） 

(Ⅰ) イ（入院・入所期間中 1回を限度）4,500円 

(Ⅰ) ロ（入院・入所期間中 1回を限度) 6,000円 

(Ⅱ) イ (入院・入所期間中 1回を限度) 6,000円 

（Ⅱ）ロ（入院・入所期間中 1回を限度）7,500円 

（Ⅲ）  (入院・入所期間中 1回を限度) 9,000円 

緊急時居宅カンファレンス加算

（注６） 
2,000円 (１月に２回を限度) 

（注１）運営基準減算は、居宅介護支援の業務が適切に行われない次のような場合に算定
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します。 

① 指定居宅介護支援の提供の開始に際して、あらかじめ所要事項について利用者

に文書を交付して説明を行っていない場合 

② 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たって、所要回数の利用者の居

宅訪問やサービス担当者会議の開催、居宅サービス計画について利用者の同意

を得て利用者等に交付していない場合 

③ 居宅サービス計画の新規作成時や、利用者の要介護更新認定、要介護状態区分

変更認定を受けた際にサービス担当者会議等を行っていない場合 

④ 居宅サービス計画の作成後、所要の実施状況の把握（モニタリング）を行って

いない場合 

（注２）特定事業所集中減算は、事業所において前６か月間に作成した居宅サービス計画

に位置付けた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に

係る事業者によって提供されたものの占める割合が80％を超える場合に算定しま

す。 

（注３）初回加算は、新規に居宅サービス計画を作成する利用者又は要介護状態区分が２

区分以上変更された利用者に対し、指定居宅介護支援を行った場合に算定します。 

（注４）入院時情報連携加算は、利用者が病院又は診療所に入院される際に、当該病院又

は診療所に対して利用者の心身の状況や生活環境等必要な情報を提供した場合に算

定します。同加算のうち(Ⅰ)は利用者が入院されてから３日以内に、(Ⅱ)は４日以

上７日以内に提供した場合に算定します。 

（注５）退院・退所加算は、利用者が退院又は介護保険施設等から退所され、居宅におい

て居宅サービス等を利用される場合に、当該病院や施設の職員と面談し、必要な情

報提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する

調整を行った場合に算定します。その面談の方法や回数に応じて、(Ⅰ)イから(Ⅲ)

までのいずれかを算定します。 

（注６）緊急時居宅カンファレンス加算は、病院又は診療所の求めにより、医師又は看護

師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サー

ビス等の利用に関する調整を行った場合に算定します。 

 

（２）その他の費用の額 

交通費 

利用者のご希望により通常の事業の実施地域以外の場所（上記２-

(１)参照）を訪問して居宅介護支援を行う場合に、それに要した交通費

を利用者にお支払いいただきます。 

＊ 計算方法：通常の事業の実施地域を超える地点から再びその地

点に戻るまでに要する車の走行距離を１㎞当たり 30円として計算

します。 

＊ 交通費が必要となる場合には、事前に利用者に説明し納得を得

て実施します。 
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８ 事故発生時の対応（運営規程第９条参照） 

（１）居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに関係市町、利用者の家族

等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

（２）居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

います。 

＊ 事業所は、損害保険ジャパン株式会社の損害賠償保険に加入しています。 

 

９ 苦情処理（運営規程第 10条参照） 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。いただいた相

談や苦情については、お客様相談窓口で内容や原因を確認し方針を決定し迅速に対応す

るともに、対応状況を苦情報告書に記録し５年間保存します。 

お客様相談窓口 

担 当 者：今井典子(代表取締役)、今井洋數(専務取締役)  

電話番号：089-914-3300 

  受付時間：午前８時20分～午後５時20分（営業時間内）   

（２）次の公的機関においても相談や苦情申立てができます。 

松山市介護保険

課 

所 在 地：松山市二番町４－７－２ 

電話番号：089-948-6968 

受付時間：月～金曜日８：30～17：15（祝日除く） 

愛媛県国民健康

保険団体連合会 

所 在 地：松山市高岡町101－１    

電話番号：089-968-8700  

受付時間：月～金曜日８：30～17：15（祝日除く） 

愛媛県福祉サー

ビス運営適正化

委員会 

所 在 地：松山市持田町三丁目８－15 

電話番号：089-998-3477（愛媛県社会福祉協議会内） 

受付時間：月～金曜日９：00～12：00、13：00～16：30（祝日除く）  

 

10 秘密保持（運営規程第 11条参照） 

（１）職員は、正当な理由がなく業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしません。 

（２）職員の退職後も、正当な理由がなく業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすこ

とがないよう必要な措置を講じます。 

（３）利用者の支援方法等について検討を行うためのサービス担当者会議等において、利用

者及び家族の個人情報を用いる場合には、別紙「個人情報取扱規程」（抜粋）に基づい

て用いるとともに、利用者及び家族の同意を、あらかじめ文書によりいただきます。 

 

11 虐待防止（運営規程第 12条参照） 

（１）事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じます。 
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① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、職員に周知徹底を図ること。 

② 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

③ 事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施す

ること。 

④ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（２）事業所は、サービス提供中に、職員又は養護者（利用者の家族等利用者を現に養護す

る者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに松山市に通報

します。 

 

12 その他の運営に関する重要事項（運営規程第 13～15条参照） 

以上のほか、業務継続計画の策定、記録の整備及び保存等についても運営規程に規定し、

サービス提供に当たって留意します。 
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（意向等確認欄） 

 

上記重要事項について、事業者は利用者に説明し、利用者はその内容について同意しま

した。また、次の項目について、利用者及び家族の意向は、次のとおりです。 

○ 利用者の支援方法等について検討を行うためのサービス担当者会議等において、個

人情報取扱規程に基づき利用者及び家族の個人情報を用いること（上記 10－(３)参

照）に     

同意します    同意しません    （該当に○） 

 

                     令和   年   月   日 

＊署名欄の印：本人署名の場合省略可能 

 

（事 業 者） 所在地  松山市石手２丁目５番 11号 

事業者  有限会社ノリテック 

           代表取締役 今井 典子  印                          

説明者 居宅介護支援事業所ひがし野       

 

職、氏名             印 

 

 

 （利 用 者） ご住所                      

 

                    お名前                    印 

 

（ご家族代表） ご住所                                      

 

                    お名前                  印 

 

  （代 理 人） ご住所                                      

 

                    お名前                  印 
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（別紙１）（４-(３)関係） 

前６か月間に作成したケアプランにおける通所介護等の利用状況 

 

１ 前６か月間（令和５年９月～令和６年２月）に当事業所で作成したケアプランにおける訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合 

   訪問介護      73％ 

    通所介護      67％ 

    地域密着型通所介護 28％ 

    福祉用具貸与    78％ 

２ 前６か月間（令和５年９月～令和６年２月）に当事業所で作成したケアプランにおける訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの、同一事業者によって

提供されたものの割合 

訪問介護 
ヘルバーステーション 

ひがし野 93％ 

社会福祉法人済生会松山特別養護老人

ホーム在宅介護サービス 2％ 

ヘルパーステーションみ

やび 2％ 

通所介護 
デイサービスひがし野 

夢の石手 91％ 

松山福音寺ケアセンター

そよ風デイサービス 3％ 
ＭＭＣフレンド 2％ 

地域密着型通所介護 
デイサービスひがし野 

真心庵   91％ 

デイサービス 

ふゅうちゃあ 7％ 

デイサービスあいらんど

上野 1% 

福祉用具貸与 
福祉用具貸与事業所 

アイルズ  30％ 

㈱わんらいふ 

15％ 

四国医療サービス㈱ 

14％ 

 

 

別紙（10 秘密保持関係） 

個人情報取扱規程（抜粋） 

 

有限会社ノリテック 

第４条（利用目的） 

１ 個人情報の取扱いに当たって、事業所としてあらかじめ特定を要する利用目的は、次の

とおりとする。 

（１）事業所が、介護保険法、高齢者住まい法及び老人福祉法に関する法令に従い、利用

者にサービスを円滑適正に提供するため 

（２）前号のサービス提供のために連携を要する協力医療機関等関係機関との連絡やサー

ビス担当者会議等での検討を行うため 

（３）サービス提供に付随する給付費の請求や、保険者からの照会に対する回答、要介護

認定等に関する申請、会計や経理に関する事務等で利用するため 

（４）広報誌やホームページによる広報で利用するため 

 

第５条（取得及び利用） 
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１ 個人情報の取得及び利用に当たっては、利用契約の際に、前条の利用目的を記載した重

要事項説明書により、利用者等に十分な説明を行った上で、文書により利用者等に取扱い

に係る同意を得る。 

２ 個人情報の取得及び利用に当たっては、前条の利用目的の範囲内で、必要最小限に留め

る。 

３ 個人情報を第三者に提供する必要のある場合には、次の場合を除き、第１項により同意

を得た利用目的の範囲内で行うものとする。 

（１）高齢者虐待防止法に基づく高齢者虐待の通報 

（２）刑事訴訟法、税法等に基づく捜査又は取り調べに対する回答 

（３）地方公共団体による事業所への指導監査、報告命令、情報提供依頼に対する回答 

（４）人の生命、身体及び財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難なとき 

（５）公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難な場合 

４ 個人情報の提供に当たっては、提供先以外の者に漏れることのないように十分に注意を

払う。 

 

 


